
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書
を
送
り
ま
す

　
令
和
７
年
度
（
令
和
７
年
４
月
〜
令
和

８
年
３
月
分
）
の
国
民
健
康
保
険
税
の
納

税
通
知
書
を
、
世
帯
主
宛
て
に
６
月
中
旬

に
送
り
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
納
入
通
知

書
は
７
月
中
旬
に
送
り
ま
す
。

納
税
義
務
者

　
世
帯
主

※
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で

な
く
て
も
、
世
帯
員
に
国
民
健
康
保
険

の
加
入
者
が
い
る
場
合
、
国
民
健
康
保

険
税
の
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

納
税
の
方
法

国
民
健
康
保
険
税
は
、
普
通
徴
収
（
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
も
し
く
は
特
別

徴
収（
年
金
天
引
き
）に
よ
り
納
付
し
ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
の
は

次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
世
帯
主
で
す
。

◆
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ

れ
て
い
る

◆
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加
入
者

◆
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
全
員

が
65
歳
以
上

◆
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金
が
原
則

と
し
て
年
額
18
万
円
以
上
あ
り
、
介
護

保
険
料
と
国
民
健
康
保
険
税
を
合
わ
せ

た
額
が
、
年
金
額
の
２
分
の
１
以
下

特
別
徴
収
と
な
ら
な
い
場
合

◆
令
和
７
年
度
中
に
世
帯
主
が
75
歳
に
な
る

所
得
の
申
告
が
必
要
で
す

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯

の
世
帯
主
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定

と
軽
減
判
定
の
た
め
、
令
和
６
年
中
の
所

得
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
が
少
な

い
人
や
、
所
得
が
無
い
人
も
、
世
帯
主
は

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
確
定
申
告
や
勤
務
先
、
日
本

年
金
機
構
な
ど
か
ら
、
市
に
給
与
や
年
金

の
支
払
報
告
が
さ
れ
て
い
る
人
は
、
申
告

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

　
倒
産
、
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
で
離
職

し
た
人
の
国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
申
請
方
法
・
対
象
年

度
な
ど
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
６ 封筒見本

納税の時期

※仮徴収額は前年度の２月と同額です。本徴収額は、６月に確定する年税額から仮徴収額を差し引いた額です。
※特別徴収の対象でも普通徴収へ切り替わることがあります。（年度の途中で国保加入者に異動があった場合など）
※特別徴収を希望しない場合は、口座振替で納めることもできます。（早めに手続きしてください。）

普通徴収（納付書・口座振替）

普通
徴収 －

４月 ６月
第１期
○

７月
第２期
○

８月
第３期
○

９月
第４期
○

10月
第５期
○

11月
第６期
○

12月
第７期
○

１月
第８期
○

第９期
○

第10期
○

－

５月 ２月 ３月

特別徴収（年金からの天引き：仮徴収３回、本徴収３回）

特別
徴収

４月 ５月 ７月 ９月 11月 １月 ３月
○
仮徴収

６月
○
仮徴収

８月
○
仮徴収

10月
○
本徴収

12月
○
本徴収

２月
○
本徴収

※普通徴収により第４期まで納付（令和７年６月～９月）
※特別徴収により第５期から第10期分を納付（令和７年10月～令和８年２月）

今年度から新たに特別徴収となる人
４月 ５月 ７月 ９月 11月 １月 ３月６月 ８月 10月 12月 ２月

普通
徴収

第３期
○

第５期
－

第７期
－

第１期
○

第２期
○

第４期
○

第８期
－

第9期
－

第10期
－

第６期
－

－－

特別
徴収

○
本徴収

○
本徴収

○
本徴収

－－ －－－－－－－

（年額）

医療保険分

後期高齢者
支援分

介護保険分
（40～64歳）
※介護２号被保険者

最高限度額の合計
（   ）内は40～64歳

所得割
均等割
平等割

所得割
均等割
平等割

所得割
均等割
平等割

所得割：国保加入者の所得に応じて計算
均等割（人数割）：国保加入者の人数に応じて計算（未就学児は５割軽減）
平等割（世帯割）：国保加入世帯に一律

令和７年度の国民健康保険税

最高限度額

最高限度額

最高限度額

7.54％

3.09％

2.53％

なし

２万8000円
２万8000円

１万1000円
１万1000円

66万円

26万円

17万円

92万円
（109万円）

１万9000円

－ － － － － －

税
務
証
明
申
請
の
と
き
は
本
人
確
認
書
類

が
必
要
で
す

税
務
証
明
（
課
税
証
明
・
非
課
税
証
明
・

評
価
証
明
な
ど
）
は
、
個
人
の
財
産
や
収
入

な
ど
の
内
容
を
証
明
す
る
大
切
な
も
の
で
す
。

　
申
請
の
と
き
に
は
、
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

●
本
人
確
認
書
類

次
の
い
ず
れ
か
の
原
本（
有
効
期
限
内
の
も
の
）

①
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
証

明
書
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
自

動
車
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

②
①
の
書
類
を
持
っ
て
い
な
い
人
は
、
健

康
保
険
証
・
年
金
手
帳
も
し
く
は
基
礎

年
金
番
号
通
知
書
・
学
生
証
・
社
員
証
・

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
氏
名
が
記
載
さ

れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
２
種
類

代
理
申
請
時
は
委
任
状
が
必
要
で
す

　
本
人
以
外
の
人
が
証
明
を
請
求
す
る
と

き
は
、
夫
婦
や
親
子
な
ど
の
親
族
の
場
合

で
も
、
原
則
「
委
任
状
」
が
必
要
で
す
。

※
法
人
の
場
合
は
、
会
社
の
印
鑑
を
押
し

た
委
任
状
が
必
要
で
す
。

市
役
所
本
庁
以
外
で
も
証
明
書
が
発
行
で

き
ま
す
！

　
税
務
証
明
は
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
や
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
も
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
５
月
30
日
〜

６
月
２
日
は
コ
ン
ビ
ニ
交
付
と
し
ょ
う

め
い
君
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
に

よ
る
税
務
証
明
の
発
行
を
停
止
し
ま
す
。

　
ま
た
郵
送
に
よ
る
請
求
・
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
申
請
・
請
求
方
法
に
つ
い
て
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

市
税
課
市
民
税
担
当

　
☎（
５
８
０
）１
８
２
７

令
和
７
年
度
の
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
・
所
得
証
明
書
を

６
月
３
日
㈫
か
ら
発
行
し
ま
す

税に関する
証明の発行
ホームページ

委　任　状
大野城市長

令和●年●月●日
＜代理人＞
住　　所　大野城市曙町２-２-１
氏　　名　大野　まどか
生年月日　 ●年　●月　●日

　私は、上記の者を代理人と定め次の証明の交付申
請に関する一切の権限を委任します。
⑴証明書の種類（●●●　か●●●●●●）証明
⑵証明書の年度及び枚数（　　　）年度（ ）通
⑶使用目的（　　　　　　　　　　　　　　　等）

＜本人＞
住　　所　大野城市曙町２-２-１
氏　　名　大野　ジョー
生年月日　●●年●●月●●日

（自署がある場合は押印不要。
ただし、法人の場合は押印が必要。）

印

課税
R7 １

奨学金の申請に使用するため
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